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長崎県病院企業団監査委員公表  

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 292 条の規定により準用される同法

第 199 条第 4 項の規定に基づく定期監査の結果を同条第 9 項の規定により、

次のとおり公表する。  

  令和８年１月７日  

              長崎県病院企業団監査委員  松  尾  英  紀  

                    同        松  尾  裕  隆  

 

令和７年度実施監査結果  

 

第１  監査の概要  

   令和６年度における長崎県病院企業団病院事業会計にかかる財務監査

（定期監査）を次のとおり実施した。  

 

１  監査の基準  長崎県病院企業団監査基準に準拠して実施  

 

２  監査の種類  財務監査（定期監査）  

（地方自治法第 199 条第１項及び第４項）  

 

３  監査の対象  令和６年度長崎県病院企業団病院事業会計  

本部、精神医療センター、島原病院、五島中央病院、  

奈留医療センター、富江病院、上五島病院、有川医療センター、  

奈良尾医療センター、対馬病院、上対馬病院及び壱岐病院  

 

４  監査の着眼点  

   財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正

確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合

理化に努めているか。  

 

５  監査の実施内容  

令和６年度長崎県病院企業団病院事業会計の財務監査（定期監査）にあ

たっては、企業団設立の目的に沿って、各病院が経済性の発揮に努め、公

共の福祉を増進するよう運営されているかに留意し、監査対象機関から提

出された資料を基に、必要な追加の資料提出を求めるとともに、関係諸帳
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簿及び証書類の照合等を行い、関係者に説明を求めるなど、慎重に監査を

実施した。  

   なお、監査対象機関、実施時期及び監査にあたった監査委員は下記のと

おりである。  

対象機関  実施時期  監査委員  

本部      １カ所  ９月から 11 月まで  松尾  英紀  

松尾  裕隆  病院、診療所  11 か所  ７月から 11 月まで  

 

第２  監査の結果  

 

１  審査意見  

（１）総括  

事業の管理及び財務会計事務の執行については、概ね適正に処理され

ていると認められた。  

しかしながら、一部において是正または改善を要する事項が見受けら

れたので、今後とも関係法令等を遵守するとともに、適正かつ効率的な

事業管理及び事務執行に努める必要がある。  

   また、病院経営については、下記（２）①のとおり、人口構造の変化

を見据えた経営改革に取り組むべき時期を迎えていると思われる。  

 

（２）個別事項  

①  病院経営について  

令和６年度における病院企業団の経営状況は、令和５年度決算から赤

字額が拡大し、２年連続の赤字決算（経常損益：▲ 2,707,473千円、純損

益：▲ 2,596,014千円）となるなど、極めて厳しい経営状況に直面してい

る。特に、本業部分である医業損益については、発足以降最も厳しい赤

字額（▲ 6,844,937千円）となっている。このため内部留保資金が大きく

減少しており、資金繰りに苦慮する病院も出てきている。  

赤字の主な要因としては、近年の人件費や物価の高騰などにより、費

用が大幅に増嵩しているのに対し、収益では、公定価格である診療報酬

が対応していないことがあげられ、現在、国において診療報酬の改定作

業が行われているところである。  

一方で、医業収益の根幹となる患者数等の当企業団の状況を見ると、  

新型コロナウイルス感染症が５類に移行した令和５年度においてもコロ
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ナ禍前には戻らず、延入院患者で約 15%、延外来患者で約 10%減少した水準

で推移し、令和６年度はさらに減少している。また、新入院患者も減少し

てきている。（Ｐ６～９参照）。  

この患者減少の主な要因としては、コロナ禍による受療動向の変化が

一定程度定着してきていることに加え、人口構造の変化による影響が現

れ始めていると考えられる。  

人口構造の変化による影響は、総人口が減少する中にあって、医療需

要が多い高齢者の人口が減少してきたことによるものと思われ、国立社

会保障・人口問題研究所の令和５年推計によると、 65歳以上人口及び 75

歳以上人口のピークが、それぞれ全国が 2045年と 2055年であるのに対

し、長崎県が 2025年と 2035年、離島地区では 2020年と 2030年となってお

り、離島地区の企業団病院においては、全国や長崎県全体に比べて、医

療需要が今後急速に減少すると推測されている。  

病院企業団では、すでに経営改善に取り組まれているが、老朽化した

病院の建替え等の計画にも着手されている中、全国では医療需要が増加

するのに対し、当企業団では急速に減少するという全国と異なる人口構

造にあるということを踏まえると、今後も地域に必要とされる良質な医

療を継続的に提供していくためには、さらなる経営改善とともに、今の

うちから人口構造の変化を見据えた経営改革に取り組んでいく必要があ

ると思われる。  

改革の視点としては、将来を見据えた病院の規模と体制への段階的な

移行の検討、高齢化の進行に伴う医療需要の変化への対応、地域の医療

機関も含めた役割分担や連携、日々進歩しているＡＩ等を活用した医療

ⅮⅩへの取り組みや業務の効率化による人件費をはじめとする費用の縮

減などに取り組むことが望まれる。  

また、それぞれの病院が検討し、取り組んでいる経営改善策には、企

業団全体あるいは他の病院等でも実施の可能性があるものが多く見受け

られる。   

こうした経営改善や経営改革を進めるためには、より一層の企業団本

部のガバナンス強化が望まれる。  

なお、今回の監査では、診断書料をはじめとする手数料や特別室使用

料などの各種料金設定について、設定時期や料金改定の状況などを確認

したが、病院企業団発足以降、消費税にかかる改定しかしていないもの

も多く、近年の人件費や物価高騰の状況を踏まえ、これらの料金改定に
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ついても今後検討していく必要がある。  

 

②  看護師等医療人材の確保について  

病院企業団では、看護師の確保が長年の課題となっており、これまで

各病院の取り組みのほか、看護師資格取得のための修学資金を貸与し、

必要期間当該病院に勤務すれば返済を免除する医療技術修学資金貸与事

業や本土の大規模病院から企業団の離島病院へ看護師を派遣するアイラ

ンドナースネットワーク事業などが実施され、成果を上げているが、近

年では民間企業による派遣看護師に一定頼らざるを得ない状況もあり、

民間派遣看護師の人員及び経費が年々増加している。  

民間企業による派遣看護師の場合には、人員確保面以外にもメリット

もあるものの、派遣期間が短期間であること、給与水準や紹介手数料等

経費面で企業団職員よりも割高な面があることなどから、病院としては

可能な限り企業団職員を確保したいとのことであった。  

一方で、人口減少とともに少子化や生産年齢人口の減少はすでに始ま

っており、今後地域内での人材確保はますます厳しさを増していくもの

と思われる。  

地域内外からの看護師確保策を充実することで、民間企業による派遣

看護師を抑制し、企業団職員の看護師の確保に努めるべきである。  

 

③  未収金対策について  

当年度末の過年度未収金（補助金等を除く患者未収金）は、総額 80,384 

千円となり、前年度に比べ 5,132千円の減少（対前年度比 6.0%減）となっ  

た。各施設による回収（ 11,913千円）や不納欠損による整理 (7,499千円）  

が進められているが、不納欠損を除くと増加している状況である。  

未収金の回収状況については、各施設において大きな差が見られ、未

収金残高が前年度末より 2,000千円近く減少している施設がある一方、残

高が増加している施設もあり、今後、企業団全体として未収金のさらな

る縮減を図るため、翌年度の過年度未収金につながる現年度未収金につ

いて、全施設が発生直後の回収に特に注力し、回収に有効な訪問徴収な

どの計画的な取組を徹底して行うなど、これまで以上に未収金の適正な

管理、回収に努める必要がある。  

また、各施設の未収金の内訳を見ると、未収金残高の大きな債務者が  

  回収困難なケースに該当し、未収金縮減の障壁の一つとなっているパタ  
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ーンが複数見受けられる。そのため、分割納付の積極的な活用や連帯保  

証人への請求など、個々の債務者の状況に応じた対策についても引き続  

き積極的に取り組む必要がある。  

なお、債務者の所在が不明であるなど回収の見込みがない未収金につ

いては、引き続き不納欠損の事務処理を速やかに進め、未収金の整理に

努める必要がある。  

 

④  事務処理の適正化について  

各病院の会計処理や各種契約をはじめとする事務処理については、改   

  善も見受けられるものの、依然として同じ過ちや軽微な誤りが散見され

るとともに、一部には不適切な取扱も見受けられる。各病院において

は、過去の誤りや、監査における指摘・指導事項、入札・契約事務マニ

ュアル等を十分確認のうえ事務処理を進めるとともに、上司による事務

処理の確実なチェックなど、適正化に向けた取組を徹底する必要があ

る。また、企業団本部においては、引き続き各種会議等を通じて、監査

における指摘・指導事項等の改善、周知徹底を図るべきである。  
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２  指摘事項  

  以下のとおり、是正・改善及び留意を要する事項が認められたので、より

適正な執行を図られたい。  

 

【精神医療センター】  

１．未収金について  

令和６年度末における過年度未収金（補助金等を除く患者未収金）は、

8,281,565 円で、前年度末と比較して約 195 万円減少しているが、不納欠

損を除くと増加している。発生直後の回収には特に注力し、回収に有効な

訪問徴収などの計画的な取組を徹底して行うなどして、これまで以上に未

収金の適正な管理、回収に努め、新たな未収金を抑制し、未収金の回収に

努めること。  

 

２．契約関係について  

看護師勤務表作成支援システムサーバー設置及び設定業務において、施

行伺いには 1 者見積の理由が記載されていたが、随意契約検討シートの作

成がなかった。 1 件の予定価格が 30 万円を超える場合は随意契約検討シ

ートを作成すること。  

 

【島原病院】  

１．未収金について  

現年度未収金の回収には一定の進捗がみられるが、令和６年度末におけ

る過年度未収金（補助金等を除く患者未収金）は、 9,709,758 円で、前年

度末と比較して約 57 万円の増加である。発生直後の回収には引き続き注

力し、回収に有効な訪問徴収などの計画的な取組を徹底して行うなどして、

これまで以上に未収金の適正な管理、回収に努め、新たな未収金を抑制し、

未収金の回収に努めること。  

 

２．服務について  

   会計年度任用職員の採用（更新）において、年次有給休暇付与日数が誤     

っている事例があったため、適切に処理すること。  

  

【五島中央病院】  

１．未収金について  
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令和６年度末における過年度未収金（補助金等を除く患者未収金）は、

11,660,303 円で、前年度末と比較して約 96 万円の減少である。発生直後

の回収には特に注力し、回収に有効な訪問徴収などの計画的な取組を徹底

して行うなどして、これまで以上に未収金の適正な管理、回収に努め、新

たな未収金を抑制し、未収金の回収に努めること。  

 

【五島中央病院附属診療所奈留医療センター】  

１．未収金について  

令和６年度末における過年度未収金（補助金等を除く患者未収金）は、

596,573 円で、前年度末と比較して約１万円の増加である。令和５年度以

前の個人別の未収金管理簿が作成されていない。この管理簿については、

現在情報を整理中とのことであるが、速やかに整理のうえ、未収金の回収

に努めること。  

 

２．固定資産の管理について  

固定資産については、適正な財務処理を行ううえで、購入時のみならず、

その後の管理を適切に行う必要があることから、毎事業年度１回以上、固

定資産台帳の記載事項と固定資産の現状について実地に照合し確認する

こと。  

 

３．契約関係について  

委託業務における１者随意契約について、随意契約検討シートの作成が

ない事例があった（臨床検査支援システム保守点検業務等委託）。１者随

意契約の場合、予定価格が 30 万円を超えるもの（物品購入、委託の場合

は３万円を超えるもの）は随意契約検討シートの作成が必要であるため、

漏れなく作成すること。  

 

事務用パソコン２台の購入において、１者の見積書が１台分の金額しか

記載されていなかったが、２倍の金額を見積価格として受理していた。見

積依頼内容と見積書の内容が異なる場合は再徴取すること。  

 

【富江病院】  

１．未収金について  

令和６年度末における過年度未収金（補助金等を除く患者未収金）は、
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105,870 円で、前年度末と比較して 5,660 円の減少である。引き続き、新

たな未収金を抑制し、未収金の回収に努めること。  

 

２．契約関係について  

委託業務における１者随意契約について、施行伺いに 1 者とする理由の

記載はあったが、随意契約検討シートの作成がない事例があった（清掃業

務委託）。１者随意契約の場合、予定価格が 30 万円を超えるもの（物品購

入、委託の場合は３万円を超えるもの）は随意契約検討シートの作成が必

要であるため、漏れなく作成すること。  

 

消防用設備等点検業務委託契約について、契約書中の契約期間が「令和

6 年 4 月  日～令和 7 年 3 月 31 日」と開始日が空欄となっていたため、

適切に処理すること。  

 

契約相手方から示された契約書を使用して契約を行う場合（特に小規模

企業と契約する場合）、必要な契約条項の確認等を行ったうえで、適切な

内容に基づき契約すること。   

 

タック総合健診システム端末設定変更業務委託契約等について、委託契

約にも関わらず契約書が作成されていなかったため、適正に処理すること。 

 

３．給与について  

会計年度任用職員（月額パート）の基本給において、 100 円未満四捨五

入の端数処理を行っていないため、適切に処理すること。  

 

【上五島病院】  

１．未収金について  

令和６年度末における過年度未収金（補助金等を除く患者未収金）は、

2,468,249 円で、前年度末と比較して約 26 万円の減少であるが、現年度

の未収金が増加している。新たな未収金を抑制し、未収金の回収に努める

こと。  

 

２．契約関係について  

医療機器の購入にかかる契約保証金の免除申請について、同種・同規模
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の履行実績の確認資料が契約書であった（血液ガス分析装置）。契約書は

履行確認の資料とはならないため、適切な書類を添付すること。  

 

医療機器の購入にかかる契約保証金の免除申請について、同種・同規模

の履行実績の確認資料について、同規模ではない実績となっていた（生体

情報管理システム）。適切な規模の実績を添付すること。  

 

契約金額に即した適切な収入印紙を漏れなく貼付すること。  

 

在宅持続陽圧呼吸療法装置のレンタル契約について、予定価格と予定価

格調書の金額が異なるほか、契約伺いの契約額と実際の契約額が異なるな

ど一連の書類で整合性が取れていない。適切に処理すること。  

 

【上五島病院附属診療所有川医療センター】  

１．固定資産の管理について  

  固定資産については、適正な財務処理を行ううえで、購入時のみならず、 

 その後の管理を適切に行う必要があることから、毎事業年度１回以上、固  

定資産台帳の記載事項と固定資産の現状について実地に照合し確認する  

こと。  

 

２．契約関係について  

ＲＯ装置定期部品交換において、契約額が 100 万円を超えるが、契約書、

予定価格調書、検収調書が作成されていなかったため、適正に処理するこ

と。  

 

医療機器の購入における１者随意契約について、施行伺いに 1 者とする

理由の記載はあったが、随意契約検討シートの作成がない事例があった

（多用途透析用監視装置ほか）。１者随意契約の場合、予定価格が 30 万円

を超えるもの（物品購入、委託の場合は３万円を超えるもの）は随意契約

検討シートの作成が必要であるため、漏れなく作成すること。  

 

【上五島病院附属診療所奈良尾医療センター】  

１．契約関係について  

賃貸借契約における１者随意契約について、施行伺いに 1 者とする理由
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の記載はあったが、随意契約検討シートの作成がない事例があった（在宅

酸素、CPAP）。１者随意契約の場合、予定価格が 30 万円を超えるもの（物

品購入、委託の場合は３万円を超えるもの）は随意契約検討シートの作成

が必要であるため、漏れなく作成すること。  

 

  医療機器の購入における１者随意契約について、施行伺いに 1 者とする

理由の記載はあったが、随意契約検討シートの作成がない事例があった

（内視鏡カメラほか）。１者随意契約の場合、予定価格が 30 万円を超える

もの（物品購入、委託の場合は３万円を超えるもの）は随意契約検討シー

トの作成が必要であるため、漏れなく作成すること。  

 

契約金額に即した適切な収入印紙を漏れなく貼付すること。  

 

【対馬病院】  

１．未収金について  

   現年度未収金の回収には一定の進捗がみられ、令和６年度末における過

年度未収金（補助金等を除く患者未収金）は、34,091,861 円で、前年度末

と比較して約 143 万円減少しているが、不納欠損を除くと増加している。

発生直後の回収には特に注力し、回収に有効な訪問徴収などの計画的な取

組を徹底して行うなどして、これまで以上に未収金の適正な管理、回収に

努め、新たな未収金を抑制し、未収金の回収に努めること。  

 

２．契約関係について  

   財務規程第 148 条第 1 項第 3 号の規定に基づき契約保証金を免除する

場合には 2 件以上の同種・同規模の履行証明実績を確認すること。  

 

「契約の目的又は性質上その他やむを得ない理由により相手方か特定

される」ものとして１者随意契約を行っているが、その理由として「島内

での実績や病院施設を熟知している」ことを挙げており、「やむを得ない

理由」として認められない（定期ワックス塗布業務ほか）。やむを得ない

理由とする根拠があればそれを記載し、なければ一般競争入札等適切な選

定方法にて実施すること。  

 

単価契約（感染性廃棄物収集運搬処分業務、白衣等洗濯業務）における
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予定価格の積算において、前年度実績をもとに算出した年間見込総額のみ

を予定価格としている。また、提出された見積書は単価のみで、予定数量

の記載がないため、予定価格内の見積価格か判断できない。予定価格の積

算においては予定単価、予定数量を設定し、それを乗じた価格を予定価格

として設定したうえで、見積に際しては、見積価格と予定数量を記載し、

それを乗じた価格で判断すること。  

 

３．服務について  

   会計年度任用職員の年次有給休暇付与日数について、対馬病院会計年度

任用職員設置要綱に規定されている内容と異なっているため、設置要綱に

基づき付与すること。  

 

【上対馬病院】  

１．未収金について  

   令和６年度末における過年度未収金（補助金等を除く患者未収金）は、

62,672 円で、前年度末は０円で皆増である。発生直後の回収には特に注

力し、回収に有効な訪問徴収などの計画的な取組を行うなどして、回収に

努め、新たな未収金を抑制し、未収金の回収に努めること。  

 

２．契約関係について  

  契約相手方から示された契約書を使用して契約を行う場合（特に小規模

企業と契約する場合）、必要な契約条項の確認等を行ったうえで、適切な

内容に基づき契約すること。  

 

３．服務について  

  会計年度任用職員の年次有給休暇付与日数について、上対馬病院会計年

度任用職員設置要綱（令和６年度は就業規則）に規定されている内容と異

なっているため、設置要綱に基づき付与すること。  

 

【壱岐病院】  

１．未収金について  

令和６年度末における過年度未収金（補助金等を除く患者未収金）は、

13,406,792 円で、前年度末と比較して約 117 万円減少しているが、不納

欠損を除くと増加している。引き続き、新たな未収金を抑制し、未収金の
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回収に努めること。  

 

２．契約関係について  

制御コンソール置換作業、電子カルテシステム保守業務（ソフトウエア）

のほか、契約相手方から示された契約書を使用して契約を行う場合（特に

小規模企業と契約する場合）も含め、必要な契約条項の確認等を行ったう

えで、適切な内容に基づき契約すること。   

 

単価契約（交通誘導警備業務委託）における予定価格の積算において、

予定価格を単価のみの設定としているが、予定単価に予定数量を乗じて予

定価格を設定すること。  

 

契約書中の遅延利息の率について、政府契約の支払遅延に対する遅延利

息の率になっていないため、適切に処理すること。  

 

契約金額に即した適切な収入印紙を漏れなく貼付すること。  

 

３．出納取扱金融機関関係について  

小切手振出簿で実際の小切手等と券面金額が違っていた。また、小切手

振出済通知書と小切手との割印が漏れているものが散見された。適正に処

理すること。  

 

３  指導事項  

  軽易な事項について、その都度当該機関に指導を行った。  

  ・精神医療センター    ４件  

  ・島原病院        ５件  

・五島中央病院      １件  

  ・奈留医療センター    ３件  

  ・富江病院        ４件  

  ・上五島病院       ５件  

  ・有川医療センター    ４件  

  ・奈良尾医療センター   ６件  

  ・対馬病院        ３件  

  ・上対馬病院       ２件  
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  ・壱岐病院        ５件  

  ・本部・共通       ２件  
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第３  長崎県病院企業団基金運用状況  

 

１  監査の対象  

 令和６年度長崎県の離島医療を担う人材育成基金及び長崎県病院企業団

応援寄附基金  

  

２  基金運用の概要  

１．  長崎県の離島医療を担う人材育成基金  

この基金は、離島医療に従事する人材の確保・育成事業等による高度・

良質な医療の継続的な提供を図るため、平成２５年４月１日に設置された

ものである。  

 

２．  長崎県病院企業団応援寄附基金  

   この基金は、長崎県病院企業団において、医療に従事する人材の確保・

育成や医療機器の整備等を行い、高度・良質な医療の継続的な提供を図る

ため、平成３１年１月１日に設置されたものである。  

 

３  意見  

  設置目的に沿って適正に執行されているものと認められた。  

 

４  指摘事項等  

  ・特になし  

 

 


